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｢PaLearn eラーニング講座提供サービス 利用約款｣（以下「本

約款」という）の内容を確認・同意の上、申し込む契約者（以下

「契約者」という）とパナソニックソリューションテクノロジー株式会

社（以下「PSTC」という）は、PSTCがインターネット上で運営する

eラーニングにより提供するサービス（詳細は別途PSTC発行す

る資料に記載のとおり。以下「本サービス」という）を契約者に提

供することについて以下のとおり定めます。 

 

第１条（利用契約の成立） 

１、 利用契約は、契約者が本約款に同意の上本サービスの提

供を申し込み、これに対し PSTC が契約者に対し、本サー

ビスを利用する上で必要となる本サービス専用の ID およ

びパスワード（以下、「ID 等」という）を発行することにより成

立するものとします。 

２、 PSTC は契約者が以下のいずれかに該当する場合、当該

契約者の利用を承認しない場合があります。 

（1） 契約者が実在しない場合 

（2） 契約者が過去に本約款の違反を行っている場合 

（3） 契約者が申し込みの際の申告事項に虚偽の記載、

誤入又は記入漏れがあった場合 

（4） 契約者が未成年、成年被後見人、被保佐人または

被補助人のいずれかであり、申し込みの手続きが成

年後見人によって行われておらず、または申し込み

の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意

を得ていなかった場合 

（5） その他契約者を PSTC が不適当と認めた場合 

３、 PSTC は、契約者への事前の通知なくして本サービスの内

容、名称等を変更することができます。 

 

第２条（約款の変更） 

PSTC は、契約者の承諾を得ることなく、その旨を契約者に対し

て通知することにより、本約款の内容を変更できるものとします。

PSTC が当該通知の措置をとった場合は、この通知が現実に契

約者に到達しない場合においても、契約者に対して変更後の

契約約款が適用されるものとします。 

 

第３条（設備等の準備） 

契約者は、本サービスを受けるために必要な通信機器、ソフトウ

ェア、インターネットに接続するための回線利用サービスの契約

その他必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとし

ます。 

 

第４条（再委託） 

PSTC は、自己の責任と費用負担で、利用契約に基づく債務の

履行の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせることが

できるものとします。なお、この場合、PSTC は、当該第三者に対

し、利用契約に基づき PSTC が負う義務と同等の義務を負わせ

るものとします。 

 

第５条（料金） 

１、 契約者は本サービス提供の対価として、PSTC に対し

PSTC が別途定める本サービスの利用料（以下、「利用料」

という）を本サービス利用開始前に支払うものとします。た

だし、契約者が法人の場合は、申込み受領後 PSTC が請

求書を発行し、契約者は、請求書受領月の翌月末日まで

に支払うものとします。その支払方法は、PSTC が別途指

定する支払方法によるものとします。なお、支払に必要な

振込手数料その他の費用は全て契約者の負担とします。 

２、 契約者が利用料その他の債務について支払期日を経過

してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日

の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年

15％の割合で計算して得た額を、遅延損害金として

PSTC が指定する期日までに支払うものとします。 

３、 利用契約における料金その他の算定において、その算定

結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨

五入します。 

 
第６条（ID、パスワードの管理） 

１、 PSTC は、第５条に定める対価の支払が確認された後、ID

等を契約者に付与するものとします。 

２、 契約者は、ID 等を第三者に利用させたり、譲渡、貸与、質

入、名義変更、売買等を行わず、厳重に管理するものとし、

これらの不正使用により PSTC 又は第三者に損害を与える

ことがないよう万全の措置を講じるものとします。 

３、 契約者は、ID 等の不正使用に起因する全ての損害につ

いて責任を負うものとし、PSTCは一切の責任を負わないも

のとします。 

４、 契約者は、ID 等を失念し、又は漏洩し、もしくは第三者に

よって不正に使用されたと思われるときには、直ちに PSTC

にその旨を連絡するものとし、PSTC からの指示がある場

合にはこれに従うものとします。 

 

第７条（自己責任の原則） 

１、 契約者は、自己の ID 等により本サービスを利用してなされ

た一切の行為およびその結果について当該行為を自己

がしたか否かを問わず責任を負うものとします。 

２、 契約者は、本サービスの利用に伴い第三者からの問合せ、

クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもっ

て処理解決するものとします。 

３、 契約者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレ

ームがある場合は、当該第三者に対し直接その旨を通知

するものとし、その結果については自己の責任と費用をも

って処理解決するものとします。 

 

第８条（変更の届出） 

１、 契約者は、PSTC への申告事項に変更があった場合、速

やかに PSTC 所定の方法で変更の届出をするものとしま

す。 

２、 前項の届出がなかったことにより契約者が不利益を被った

場合、PSTC は一切その責任を負わないものとします。 

３、 契約者の姓、生年月日等（法人の場合は法人名等）基本

的に変更の必要がない項目に関しては、婚姻による姓の

変更等 PSTC が認めた場合を除いて原則的に変更できな

いものとします。 

 

第９条（権利義務の譲渡） 

契約者は、本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の一

切の権利及び義務について、第三者に譲渡、貸与、質入等の

行為をすることはできないものとします。 

 

第１０条（著作権） 

１、 契約者は、本サービスを構成するシステムのウェブサーバ

ー上の全ての情報およびソフトウェア（以下、「コンテンツ」

という）を本約款に基づき使用することができるのみであり、

コンテンツについて、著作権その他一切の権利を有するも

のではないものとします。 

２、 契約者はコンテンツを第三者に開示してはならないものと

します。 

３、 契約者は、第三者に対し、コンテンツの再使用権の設定、

頒布、販売、譲渡、貸与を行ってはならないものとします。

また、当該行為を第三者にさせてはならないものとします。 

 

第１１条（権利侵害） 

１、 本サービスの全部又は一部及びその利用が、第三者の特

許権・著作権、商標権及び営業秘密を侵害しているとして、

契約者又は PSTC が第三者から請求を受け、又は第三者

との間で紛争（以下、知的財産権紛争という）が生じた場合、

直ちに相手方に対してその旨を通知するものとします。 

２、 知的財産権紛争については、PSTC は自己の選択に基づ
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き次の各号の何れかの措置を講じることにより解決に努め

るものとします。但し、PSTC が合理的な範囲でその解決に

努めたにもかかわらず事態を解決できない場合、PSTC は、

利用契約を解約できるものとします。 

(1) 本サービスが第三者の権利を侵害しないよう必要

な変更をすること 

(2) 本サービスを継続して利用するのに必要なライセ

ンスを取得すること 

３、 前項の規定にかかわらず知的財産権紛争が次の各号の何

れかに該当する場合、PSTC は前項の紛争解決責任及び

損害賠償責任等の一切の責任を負担しないものとします。 

(1) 契約者が利用契約において許諾された範囲外の

利用に起因する場合 

(2) 契約者の指示・要望に従ったことに起因する場合 

(3) その他 PSTC の責に帰し得ない事由に起因する場

合 

４、 本サービスの全部又は一部及びその利用が第三者の特許

権、著作権、商標権及び営業秘密を侵害した場合におけ

る PSTC の責任は、本条に定める対応に限られるものとしま

す。 

 

第１２条（機密保持） 

１、 契約者及び PSTC は、利用契約に関連して相手方から受

領した事実・資料・データ・情報の一切を機密として保持し、

事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に

開示・漏洩してはならないものとします。但し、次の各号の

一に該当するものについてはこの限りではないものとしま

す。 

(1) 知得時に既に知得していたか、又は公知であったも

の 

(2) 知得後に自己の責に帰し得ない事由により公知と

なったもの 

(3) 知得後に機密保持義務を負うことなく第三者より知

得したもの 

(4) 知得後に利用契約と関係なく独自に入手したもの 

(5) 前各号のほか、正当な事由があると認められるもの 

２、 PSTC は、本サービスを提供するために必要なシステムに

ついて通常のセキュリティを確保するものとします。但し、

ハッキング、クラッキングその他これに類する第三者の行為

による秘密情報の漏洩について、PSTC は、一切責任を負

わないものとします。 

３、 PSTC は、第４条に基づき業務を委託し又は請負わせる第

三者に対し、また契約者は、本サービスの提供を受けるた

め知る必要のある自己の従業員に対し、それぞれ必要とな

る最小限の範囲で第１項において機密とされる事項を提

供･開示することができるものとします。但し、契約者及び

PSTC は、かかる規定を当該第三者及び当該従業員に徹

底するものとします。 

４、 本条の規定は、利用契約終了後も１年間有効に存続する

ものとします。 

 

第１３条（PSTC の責任の制限） 

１、 本サービスの内容は PSTC が契約時点で提供可能である

ものとします。 

２、 PSTC は、PSTC が契約者の指示に従って行った行為もし

くは不作為、又は契約者が PSTC の指示（各種マニュアル

等の記載事項を含む）に従わなかったことによって生じた

いかなる損害についても責任を負わないものとします。 

３、 PSTC の責に帰すべき事由により、利用契約に関連して契

約者に損害が生じた場合、PSTC は通常かつ直接の損害

に限り契約者に対して賠償責任を負うものとします。 

４、 前項及び第３0 条等、利用契約に関連して PSTC が契約

者に支払う損害賠償、費用の補填、その他一切の責任及

びその合計額は、その請求の時までに PSTC が受領した

利用料の総額を累積限度とします。 

５、 PSTC は、本サービスに関し、通信回線の障害、契約者も

しくは第三者が提供する情報又は機器等自体の不具合・

障害、契約者又は第三者による端末誤操作その他の

PSTC の責に帰すことのできない事由に基づく本サービス

の不履行に関し、請求原因の如何に拘わらず責任を負わ

ないものとします。 

６、 PSTC は、いかなる場合においても、契約者及び第三者に

対し、以下の内容に関する責任を負わないものとします。 

（1） 天災地変その他不可抗力により生じた損害 

（2） 機会損失、収益損失（逸失利益）、第三者との契

約関係に関する損失（当該契約関係の対象物に

対する損害も含む） 

（3） 利用契約に起因して発生した、いかなる請求原

因あるいは責任理論（過失を含む）によるいかな

る間接損害、付随的損害、派生的損害、特別損

害（PSTC がそれらの損害の可能性を指摘されて

いた場合も含む） 

（4） 本サービスの提供の遅延又は停止を原因とする

損害 

（5） PSTC の責によらない損害（他社が提供するアプ

リケーションに関するソフトウェアの瑕疵を含む） 

 

第１４条（通知による提供の一時停止又は中止） 

１、 PSTC は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場

合、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止又は中

止することができるものとします。この場合、PSTC は、契約

者に対し、原則として一時停止又は中止を行う 10 日前まで

に、停止の理由、実施期日及び実施期間を通知するものと

します。但し、緊急等やむを得ない場合、PSTC は、当該通

知期間を短縮し又は当該通知を省略できるものとします。 

（1） 本サービス用設備等の追加、変更、定期的保守

又は工事上やむを得ない場合 

（2） 契約者が正当な事由なく支払い期日までに

PSTC に対し初期費用又は月額利用料等の支払

を行わない場合 

（3） 契約者が、明らかに違法又は公序良俗に反する

内容のコンテンツを発信する等違法又は不当な

行為を行った（そのおそれがある場合を含む）場

合 

（4） 前各号に掲げる事項のほか、PSTC の本サービ

スの遂行又は本サービスの提供等に支障を及ぼ

すおそれのある行為を行った場合 

２、 PSTC は、前項に定める各事由により本サービスの提供を

一時停止又は中止した場合、これに起因して契約者又は

第三者が被った損害について一切責任を負わないものと

します。 

 

第１５条（提供の一時停止又は中止） 

１、 PSTCは、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場

合、その裁量により、本サービスの一部又は全部の提供を

一時停止又は中止することがあります。 

(1) 契約者の設備等に障害が発生した場合 

(2) ストライキ、暴動、暴風、火災、停電、天変地異等、

不可抗力事由が生じた場合 

(3) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止

すること等により、PSTC において本サービスの提供

を行うことが困難になった場合 

(4) 第三者の不正アクセスその他の事由により PSTC の

本サービスを提供するためのシステム等に障害や損

害が生じ又は同様の事態が予測される場合 

(5) その他運用上又は技術上のやむを得ない理由によ

り、PSTC において本サービスの一時的な停止又は

中止が必要と判断した場合 

２、 PSTC は、前項に定める各事由により本サービスの提供を

一時停止又は中止した場合、これに起因して契約者又は
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第三者が被った損害について一切責任を負わないものと

します。 

 

第１６条（禁止事項） 

契約者は本サービスの利用にあたって以下の行為を行っては

ならないものとします。 

(1) 第三者もしくは PSTC の著作権その他権利、財産、

プライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそ

れのある行為 

(2) 第三者もしくは PSTC に不利益もしくは損害を与え

る行為、又はそれらのおそれのある行為 

(3) 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある

行為 

(4) コンピュータウィルス等有害なプログラムを本サー

ビスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、

もしくは提供する行為 

(5) ID 等を不正に使用する行為 

(6) 本サービスの運用を妨げる行為 

(7) 本サービスの信用を毀損する行為 

(8) その他 PSTC が不適切と判断する行為 

 

第１７条（利用資格の取り消し） 

１、 PSTC は、利用申し込みの承認後であっても PSTC が承認

した契約者が本約款の規定に違反した場合、事前に通知

することなく直ちに利用申し込みの承認を取り消し、発行

済みの ID 等を抹消することによって、当該契約者の利用

資格を中断または将来に向かって取り消すことが出来るも

のとします。なお、利用資格が取り消された場合、当該契

約者は本契約に基づく債務の全額を PSTC に対して負担

するものとします。 

２、 PSTC は、前項の措置を取ったことにより当該契約者が本

サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても

いかなる責任を負わないものとします。 

 

第１８条（損害賠償） 

契約者は、本約款および法令の定めに違反したことによりPSTC

を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責

任を負うものとし、PSTC を含む第三者を免責しなければならな

いものとします。 

 

第１９条（契約者が行う利用契約解約） 

契約者は、本サービスの利用中止を希望する場合、PSTC 所定

の方法により届け出るものとします。なお、PSTC は契約者から

受領した利用料、その他の債務の払い戻し等は一切行いませ

ん。 

 

第２０条（期限の利益喪失・解除） 

１、 契約者において次の各号の一に該当する事由が生じた場

合、契約者は、PSTC から何等の通知・催告を要することな

く、利用契約に基づく債務の履行につき期限の利益を失

い、同時履行の抗弁権を行使することなく、直ちに残金銭

債務全額を一括現金にて PSTC に弁済しなければならな

いものとします。 

(1) 利用契約で定める本サービスの対価等契約者が

負うべき全ての金銭債務につき、そのどれか一つ

でも支払を遅滞したとき 

(2) 関係法令もしくは第１6 条に定める禁止事項等利

用契約の一つでも違反し、又は著しい背信行為を

行ったとき 

(3) 前各号の他、利用契約の履行が困難となり、又は

そのおそれがあると認められるとき 

２、 PSTC は、契約者が前項各号のいずれかに該当した場合、

何等催告を要することなく直ちに利用契約の全部又は一

部を解除又は解約できるものとし、併せてこれにより被った

損害の賠償を請求することができるものとします。 

 

第２１条（契約期間 終了後の措置） 

１、 利用契約の契約期間は、３ヶ月とします。 

２、 第 9 条乃至第 13 条、第 14 条第２項、第 15 条第２項、第

16 条、第 19 条、第 20 条、第 22 条、第 23 条、第 25 条、

第 30 条及び第 32 条は、利用契約が終了した後において

も、なお有効に存続するものとします。 

 

第２２条（情報の保持・管理） 

１、 PSTC は、本サービスの利用にあたって契約者が提供した

情報（以下「蓄積情報」という）について利用契約が解除・

解約により終了されるまで保持します。 

２、 前項の規定にかかわらず、PSTC は、以下のいずれかに

該当すると判断した場合には、契約者への事前通知又は

契約者の承諾を要することなく、蓄積情報の全部又は一

部の変更、複写、移動、削除等を行うことができます。 

（1） 第 14 条、第 15 条、第 16 条各号のいずれかに該当

するとき 

（2） 本サービス運営上必要なとき 

（3） 本サービスを運営するためのシステムにおいて、ウ

ィルスチェッカーがウィルスを検出した場合 

（4） 利用契約が解除又は解約されたとき 

（5） 蓄積情報のうち、アクセスログについてはその情報

が 3 ヶ月を経過したとき 

（6） 本サービスの保守管理上 PSTC が必要と判断したと

き 

（7） その他 PSTC が削除の必要があると判断したとき 

３、 PSTC は、蓄積情報によって生じた契約者及び第三者の

損害について一切責任を負いません。 

４、 PSTC が第２項に基づいて蓄積情報の変更、複製、移動、

削除等をした場合、PSTC は契約者に対していかなる形態

であれそれらデータあるいはそのコピーを提供する義務を

負いません。また、PSTC は、本条の規定に従い蓄積情報

の変更、複製、移動、削除等をしたこと、又は削除等しな

かったことにより、契約者その他第三者に発生した損害に

ついて、一切の責任を負いません。 

 

第２３条（契約者の責任） 

１、 契約者は、契約者による本サービスを通じて発信又は蓄

積される情報について、一切の責任を負うものとし、PSTC

に何等迷惑をかけたり、損害を与えないものとします。 

２、 契約者は、本サービスの利用及び本サービスを利用して

なされた一切の行為とその結果について一切の責任を負

うものとします。 

３、 契約者は、自己の責に帰すべき事由によって、本サービ

スの全部又は一部を利用できないことにつき、一切の責任

を負うものとします。 

４、 契約者は、第三者の行為に対して、要望、申立等がある

場合には、自己の責任と費用負担により、当該第三者との

間で直接処理解決するものとします。 

５、 契約者は、本サービスの利用又は利用契約に違反するこ

とにより PSTC 及び第三者に対して損害を与えた場合、自

己の責任と費用負担により PSTC 又は当該第三者に対し

て、賠償責任を負うものとし、PSTC に何等迷惑をかけたり、

損害を与えないものとします。 

 

第２４条（個人情報の定義） 

利用契約において、個人情報とは、本サービスの実施の過程に

おいて契約者から PSTC に預託される個人に関する情報であっ

て、当該情報に含まれる氏名、その他の記述等により特定の個

人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合すること

ができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。）をいいます。なお、契約者は、PSTC に預託する

場合、事前に、PSTC に対して利用契約の対象となる個人情報

である旨を書面その他の媒体により通知するものとします。 
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第２５条 (個人情報の取扱い)  

１、 PSTC は、事前の書面による契約者の同意を得ることなく、

個人情報を本サービス以外の目的に利用（複写、複製を

含む。ただし、これらに限定されない。）してはならないもの

とします。 

２、 PSTC は、契約者より預託された個人情報を機密として管

理するものとし、第４条に定める場合及び法令に定める場

合を除き、事前の契約者の同意を得ることなく、個人情報

を第三者に開示、提供及び漏えい等してはならないものと

します。 

 

第２６条（個人情報の管理体制） 

PSTC は、本サービスにおける個人情報の保護管理責任者を定

め、PSTC 及び PSTC の役員及び従業員が個人情報を秘密とし

て保持し、外部に流出、漏えい等することがないよう、適切な管

理体制、措置 (PSTC の役員及び従業員に対する個人情報保

護に関する教育の実施を含む。) を講じることとします。 

 

第２７条（個人情報の管理状況確認） 

１、 契約者は、PSTC に対し、個人情報保護にかかる管理状況

を確認することができるものとします。 

２、 前項の定めに基づき契約者が PSTC に対して個人情報保

護にかかる確認を実施する場合、契約者は、当該確認を

実施する日時、確認項目、確認方法、その他必要な事項

について、事前に PSTC と調整するものとします。 

３、 契約者が PSTC に対して個人情報保護にかかる確認を実

施する場合、PSTC は、契約者に協力するよう努めるものと

します。 

 

第２８条（個人情報の廃棄・消去） 

PSTC は、契約者より個人情報の廃棄・消去の請求を受けたとき、

利用契約が終了したとき、又はその他の理由により個人情報が

不要となったときは、これらを速やかに廃棄・消去するものとしま

す。なお、複写・複製又は加工されたものがある場合、それらも

同様とします。 

 

第２９条（個人情報事故時の対応） 

PSTC は、個人情報に関する事故（個人情報の漏えい、紛失、

き損など。ただし、これらに限定されない。以下、同様とします）

が発生した場合又は発生した可能性がある場合、直ちに契約

者に当該事故について報告するとともに、契約者の指示に従い、

当該事故への対応を行うものとします。 

 

第３０条（個人情報 損害賠償） 

PSTC は、自己の責に帰す事由により個人情報を漏えい、又は

個人情報を紛失・き損したことにより、契約者に損害が発生した

場合、契約者に対して、現実に発生した直接の損害について

賠償するものとします。 

 

第３１条（輸出管理法令の順守） 

１、 契約者は本サービスを利用するにあたって日本の外国為

替および外国貿易法及びその関係法令等を含む各国の

安全保障輸出管理に関する法令（以下「輸出管理法令」

という）を順守するものとします。 

２、 契約者は、本サービスを利用するに当たって以下の行為

は行わないものとします。 

(ア) 輸出管理法令に定める許可の取得が必要なコンテ

ンツを本サーバへアップロードすること 

(イ) 輸出管理法令に定める許可の取得が必要な利用

者へ本サービスを利用させること 

(ウ) 輸出管理法令に定める許可の取得が必要な利用

目的のために本サービスを利用すること。   

３、 契約者は利用者が輸出管理法令に定める非居住者であ

る場合、もしくは利用者が海外において本サービスを利用

する場合は、本サービスの利用開始前に PSTC にその旨

連絡するものとします。契約者は、PSTC が輸出管理法令

を順守する上で必要な情報提供等の協力を要請した場合

は、速やかにそれに従うものとします。 

 

第３２条（管轄裁判所） 

契約者と PSTC との間で利用契約に関して紛争が生じた場合、

それぞれ契約者と PSTCで誠意をもって協議し解決するものとし

ます。しかし、協議による解決を図ることができない場合は、東

京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 
 


